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各 位 

 

商号変更、本店移転及びこれらに伴う定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2024年４月18日開催の取締役会において、2024年５月24日開催予定の第35期定時株主

総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）での承認を前提として、商号変更、本店移転及び

これらに伴う定款の一部変更を決定し、本定時株主総会において、定款の一部変更を付議するこ

とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 商号の変更について 

（１）変更の理由 

   株式会社シーズメンは、1989年３月に株式会社キャビンのメンズアパレル事業部を分離独

立することで設立いたしました。以来、36年間に亘りメンズ、ユニセックスのカジュアル衣

料の販売を行ってまいりました。2022年３月には株式会社スピックインターナショナルを吸

収分割会社とする組織再編を行い、また、同年にレディスエスニックアパレル製造小売業の

株式会社チチカカを子会社化し、アパレル事業の業容拡大を行ってまいりました。 

   しかしながら、当社グループの属する国内アパレル市場におきましては、近年の予測困難

な異常気象や原材料の高騰、為替リスク等により、安定した収益の確保が少しずつ難しくな

ってきており、今後更なる成長を図るためには、皆さまに新しい価値を提供し、より多くの

消費者の方々からご支持を得ることが必要不可欠であると認識しております。 

   本年３月に事業内容の拡大及び新事業展開に備えて、事業目的を追加する定款変更を行い

ましたが、当社は新たにパーパスとして「時代の先駆者として明るい世の中を創造する」を

掲げ、新規分野にも事業展開を図ることで、更なる企業価値向上に努めるため、商号を変更

することといたしました。 

 

（２）新商号 

  スターシーズ株式会社（英文：Star seeds Co.,Ltd.） 

 

（３）商号変更予定日 

  2024年11月１日（予定） 

  ※本商号の変更は、2024年5月24日開催予定の第35期定時株主総会において、「定款一部

変更の件が承認されることが条件となります。 

 

2. 本店移転について 

（１）移転後本店所在地 

    東京都港区芝浦一丁目２番３号 シーバンスS館 ２階 

 

（２）移転の理由 

当社及び当社グループの本社を集約・集結し、コスト削減、経営効率の向上、グループ

各社間の協働推進、柔軟な働き方の推進を図るため、本店の所在地を東京都港区に変更す

会 社 名 株 式 会 社 シ ー ズ メ ン 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 植 杉 泰 久 

 （東証スタンダード・コード 3083） 

問 合 せ 先 取締役管理本部長 保 住 光 良 

 （TEL. 03-5623-3781） 



                                                                                          

 
 

るものであります。 

 

（３）移転完了時期 

    2024年11月（予定） 

 

（４）業績への影響 

    当該移転に予定される費用28百万円を、2024年４月11日に公表いたしました業績予想に

織り込み済です。 

 

3. 定款一部変更について 

（１）変更の目的 

①上記「1.商号の変更」に記載のとおり、現行定款第１条の商号を「株式会社シーズメン」

から「スターシーズ株式会社」に変更するものです。 

②上記「2.本店移転」に記載のとおり、現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都中央

区から東京都港区に変更するものです。 

 

（２）変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

 

現行定款 変更案 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社シーズメンと称

し、英文ではＣ’ｓＭＥＮ        

Ｃｏ．，Ｌｔｄ．と表示する。 

 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都中央区に置

く。 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（商号） 

第１条 当会社は、スターシーズ株式会社と

称し、英文ではStar seeds Co.,Ltd.

と表示する。 

 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都港区に置

く。 

 

附則 

（商号変更に関する経過措置） 

第１条 定款第１条（商号）の変更は、2024

年11月１日に効力を生ずるものとす

る。 

  ２．本条の規定は、定款第１条（商号）

の変更の効力発生日経過後、これを

削除する。 

（本店の所在地変更に関する経過措置） 

第２条 定款第３条（本店の所在地）の変更

は、2024年12月31日までに開催され

る取締役会において決定する本店移

転日をもって効力を生じるものとす

る。 

２．本条の規定は、定款第３条（本店の

所在地）の変更の効力発生日経過

後、これを削除する。 

 



                                                                                          

 
 

 

 

（３）日程 

   定時株主総会開催日 

2024年５月24日（予定） 

   定款変更の効力発生日  

    第１条の（商号）の変更は2024年11月１日から効力を生ずるものとする予定であり、第

３条（本店の所在地）の変更は2024年12月31日までに開催される取締役会において決定さ

れる本店移転日をもって効力を生じるものとする予定です。 

以上 


